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竹 村 まず、早稲田大学商学学

術院教授の川村さんをご紹介いたし

ます。川村さんは長きにわたり会計

の専門家としてご活躍されています。

そして、こちらがAlanTeixeiraさん

です。Teixeiraさんは、国際会計基

準審議会（IASB）のシニア・ディ

レクターであり、IASBロンドンに

おけるテクニカルの責任者です。今

日のトピックは概念フレームワーク

についてです。IASBは2012年、概

念フレームワーク・プロジェクトを

再開することを決め、2015年９月に

完了することを目指しています。

１．概念フレームワーク・プロジェ

クトの再開

竹 村 IASBが概念フレームワー

ク・プロジェクトを再開することを
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2013年１月25日、国際会計基準審議会（IASB）のシニア・ディ

レクターであるAlanTeixeira氏がアウトリーチ活動のため来日

された。同氏は、IASB本部（ロンドン）で行われるIFRSにかか

わるすべての専門的議論の責任者を務めている。

会計・監査ジャーナルでは、IASBが2012年に概念フレーム

ワークについてのプロジェクトを再開することを決め、2015年

９月までには完了することを目指していることから、この機会

をとらえて、IASB概念フレームワークの検討動向について、

AlanTeixeira氏に早稲田大学商学学術院教授の川村義則氏、

IFRS財団アジア・オセアニアオフィス ディレクターの竹村光

広氏を交えて座談会を行った。IASB概念フレームワークは

IFRSの基準書を理解する上での基礎となる重要な概念である。

興味深い内容であるので、是非、ご一読いただきたい。

IASBシニア・ディレクターAlanTeixeira氏に訊く

IASB概念フレームワーク・

プロジェクトの動向
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決めた背景と、今後のスケジュール

について、まずはTeixeiraさんから

説明していただきたいと思います。

AlanTeixeira IASB内部に概念

フレームワーク・プロジェクト再開

を求める声がありました。IASBが

取り組んできたプロジェクトをご覧

いただければ分かるように、例えば、

後でお話するその他の包括利益

（OCI）のように、関係者から反対

意見を受け取るケースが増えており、

排出権取引、料金規制事業、リース

といった難しいプロジェクトや契約

に基づかない債務といった困難な問

題に取り組むに当たり、難しい局面

が増えてきました。既存のフレーム

ワークの中には、IASBが基準設定

のための指針にできる十分な概念的

基礎が含まれていませんでした。そ

ういう状況では、世界にあらゆる意

見が生じることとなります。確固と

した一貫性のある概念フレームワー

クを持っていないと、何かの決定を

しようとするときに、人々がそれを

正当化するようにプレッシャーをか

けてきます。そういうわけで、自分

の中に（確固とした一貫性のある概

念フレームワークの）必要性が生じ

てきます。

それに加えて、我々はアジェンダ

コンサルテーションを実施しました。

このアジェンダコンサルテーション

は世界的に実施されました。シンガ

ポールで円卓会議を行った際には、

日本からも参加していただきました

が、世界中のコメント提出者にご参

加いただき、その中で、概念フレー

ムワーク・プロジェクトを優先的に

取り組むべきとの圧倒的な支持が寄

せられました。IASBが概念フレー

ムワークに取り組むべきとの国際的

な認識があり、また、我々自身もそ

のような必要性を認識しておりまし

たので、結果的に概念フレームワー

クは重要なプロジェクトとして取り

組むことになりました。

川 村 概念フレームワーク・プ

ロジェクトはとても難しいプロジェ

クトのように思いますが、他の基準

設定プロジェクトと比べて完了まで

の時間も短いですね。また、概念フ

レームワークの残りのフェーズをす

べて同時に取り扱うべきであるとス

タッフが提案したことにも驚いてい

ます。なぜ、そのようなアプローチ

を採るべきだと判断したのですか？

Teixeira ２つのことがいえると

思います。これまでのプロジェクト

の中で、12～15年かけてもまだ満足

のいく解決策が得られていないもの

があります。ですので、時間をかけ

ればよいというものではありません。

個別プロジェクトで概念に関してか

なりの検討が行われており、IASB

全体で機が熟してきていると思いま

す。フレームワークのプロジェクト

が開始されれば、これらの材料がす

べて検討されることになります。

次に、フェーズについてですが、

すべて一緒に検討するという決定は、

実は、そう難しくありませんでした。

これまでフレームワークに関して、

１つの章を完成させて、次の章に移

行すると、最初の章に対する反対意

見が出され、それを再検討するとい

うことが延々と繰り返されてきまし

た。資産と負債の定義について検討

する構成要素のフェーズを、測定や

認識について少しも検討することな

く終了させることはとても難しいと

思います。そのようなアプローチを

採ると、認識は資産の定義の一部な

のか、それとも測定の一部なのかと

いう学問的な議論に陥ってしまい、

結果的につながりの悪いフレームワー

クになってしまうでしょう。したがっ

て、すべてを一緒に検討することが

最善だと考えたのです。

２．IASBの単独プロジェクトとし

た理由

川 村 2010年に新しい概念フレー

ムワークが公表される前、IASBは

米国財務会計基準審議会（FASB）

と多くの協力を行っていました。再

開された概念フレームワーク・プロ

ジェクトは、IASB単独で行われる

ものと理解していますが、そのよう

な決定を行った理由はどのようなも

のでしょうか。

Teixeira これは少し政治的です

が、IASBは、FASBとだけ一緒に基

準設定をしているのではないという

ことを国際的に示す必要がありまし

た。コンバージェンスはとても有意

義ですが、限界生産力が逓減する点

があるのです。長期的にみれば、１

つの基準設定主体との協力に集中し

すぎると、他の基準設定主体との関

係を損なってしまう可能性がありま

す。

ご質問に関してですが、FASBと

協力してフレームワークを策定する

ことは、２つの理由から有用だと思

います。１つは、FASBからスタッ

会計・監査ジャーナル No.693 APR. 201312

IASBテクニカル活動担当シニア･ディ

レクター AlanTeixeira氏



会計

����������������������������������������������������

フの支援が得られることです。これ

によって、実際に意思決定をすると

きに、深い議論ができます。今回、

フレームワークの審議はFASBと行

いませんので、FASBスタッフの支

援体制がないことになります。しか

し、FASBからスタッフの出向を受

け入れることで補うことにしていま

す。もう１つは、これは難しいけれ

ども、是非、達成したいことなので

すが、IASBがこのプロジェクトを

完了した時、FASBにその概念を採

用してほしいと考えています。IASB

のフレームワークの一部にFASBが

根本的に賛成しなかった場合、IASB

の基準と整合した基準をFASBが策

定することは非常に困難になり、さ

らに基準間の相違が広がることにな

ります。私たちは会計基準アドバイ

ザリー・フォーラム（ASAF）ⅰを設

置する予定で、FASBもこれに参画

することを期待しています。FASB

に大きな懸念事項がある場合には、

出向しているスタッフやアウトリー

チを通じて、そして、ASAFを通じ

て、それを伝えることができます。

そのような懸念が伝えられた場合に

は、IASBは、そのような懸念があ

るにもかかわらず意思決定をするの

か、それとも方向性を変えるのかの

意思決定をします。リスクのあるア

プローチですが、これまで２つの

章ⅱを終わらせるのに８年もかかっ

ていますので、共同で作業すればか

なり遅くなる可能性があります。

竹 村 ２つの基準設定主体が共

同で作業をするのは確かに時間がか

かりますが、12か国の基準設定主体

で構成されるASAFと作業を行うこ

とも簡単ではないですよね。

Teixeira FASBと一緒に作業を

している時には、FASBと同じテー

ブルで議論していましたので、前に

進むためには彼らの投票を得る必要

がありました。しかし、ASAFの役

割は助言的な役割です。

竹 村 決定するのはIASBの審

議会メンバーだということですね。

Teixeira そのとおりです。もち

ろん、ASAFの12のメンバーの反対

を押し切ってIASBが意思決定をす

るということは賢明ではなく、また、

大変難しいと思いますし、実際にし

ないでしょう。ただ、そうする能力

はあります。ASAFが（投票権のあ

る）審議会だったら、実際に議論が

前に進まなくなるでしょう。

３．会計基準アドバイザリー・フォー

ラム（ASAF）

川 村 読者のために、ASAFに

ついてもう少し詳しく説明していた

だけますか。

Teixeira 候補者募集が行われⅲ、

３月の初めにはメンバーが決まると

思います。そして、最初の会議が４

月初めに行われる予定です。IASB

の議長であるHansHoogervorstが

ASAFの議長を務めます。これは、

ASAFが見解をIASBに伝えることが

今回の目的ではなく、Hansが12の重

要な基準設定主体にアクセスできる

ようにすることが目的なのです。

ASAFは、お互いに議論し、意見に

どの程度の幅があるのかをHansに

伝えることができます。そして、

IASBが何か見落としてないか、公

表した文書の内容に対してどのよう

な意見があるかを理解する手助けを

することになります。IASBは、少

なくとも１週間の会議を年間11回開

催します。ASAFは、１日の会議を

年間４回開催します。このことから、

ASAFの専門的な議論のレベルは、

IASBのレベルと同じにはならない

ことが分かると思います。ですので、

ASAFはむしろ防御機能、すなわち、

IASBが自らの審議に関して誠実性

を保ち、適切に審議を行い、見落と

していることがないと示せるように

するものです。そうすることで、少

なくとも適度にハイレベルなところ

で、これが正しい行動であるという

感触が得られることになるでしょう。

例えば、仮に、IASBが「全面公正

価値評価が正しい答えだ」と主張し

たとして、そういうことは言ったこ

とがないし、言うこともないでしょ

うが、そうするとASAFが「それは

危険な発想だ」と助言するでしょう。

そうすることで、IASBは自分たち

が極端に走りすぎていることに気付

き、結果的に、ASAFがIASBを防御

してくれることになります。

１．資産・負債アプローチ

川 村 次の質問は、財務諸表の

構成要素と認識についてです。ストッ

クはフローのアンカーであるべきと

お考えのようですね。こうした資産・

負債アプローチは、測定が公正価値

に寄ったものになり、損益の変動性

が大きくなるとして、一部の日本人

は非常に危険なアプローチであると

感じています。この資産・負債アプ

ローチは概念フレームワークの中に

どのように組み込まれることになる

のでしょうか。

Teixeira これは大変難しい論点

だと思います。私は、測定のために

はストックが最も重要であるという

考え方を支持しています。しかし、

私は、損益計算書又は業績計算書が、

私たちがみるべき最も基本的なもの

であるという考えを大いに支持して
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います。これが適切な例かどうかは

分かりませんが、水力発電ダムがあっ

たとします。私の出身国ニュージー

ランドでは、電力のほとんどは水の

流れ、フローから生み出されます。

ダムを通る水量（フローの量）が出

力にとって最も重要なのです。しか

し、毎年期首と期末に、湖の水の量

（ストック）を測ります。ストック

をどのように測定するかは知ってい

ますので、その数値を使います。フ

ローがとても重要だからといって、

フローを測定しません。基本的に関

心があることが、物としての水であ

るといって、水を一時点において塊

として測定することはできるでしょ

うが、最も重要なのは、どれだけの

水が流れるか（フローがあるか）な

のです。

ディスカッション・ペーパーでど

のように表現するかを考えないとい

けないかもしれません。最初に、す

べては資産・負債に起因すると述べ

れば、それが頭に残ってしまいます。

もしかしたら、業績の測定が私たち

にとって最も重要なことの１つであ

り、まずそれを重視すべきであると

説明し、その後に資産・負債を構成

要素として定義した方がよいかもし

れません。

言いたかったのは、「結局のとこ

ろ、測定したいのはフローである。

まず、何がダムを通過したのか、何

が損益に計上されたのかをみた後に、

何が残っているかをみるべきである。

その残ったものが資産の定義を満た

さない場合、又は負債の定義を満た

さない場合、何かが間違っているの

であり、再度フローを確認すべきだ。

というのも、業績の一部によって生

じたのが負債ではなく、ただの引当

金だった」ということです。言い換

えれば、最後のアンカーテストにパ

スしなかったのだから、それは損益

が適切に測定できていなかったとい

うことです。そしてこれは、資産・

負債から始め、損益を出すというこ

との逆です。すなわち、まずフロー

をみた上で、その後、資産・負債に

対して妥当性テストを行わなければ

ならないということです。

２．資産の定義・認識規準

【アジェンダ・ペーパーの提案ⅳ】

川 村 アジェンダ・ペーパーを

読みましたが、資産・負債に関して

かなり広い定義が提案されています

ね。また、認識に関して、測定が困

難等の理由がない限り、すべての資

産を認識すべきであると提案されて

います。定義と測定は非常に密接に

関連しています。そのため、やはり

定義によって損益の変動性が高くな

ることにつながると考える人もいる

と思うのですが。

Teixeira 測定のことを置いて考

えると、それは実際には別の論点だ

と思います。この場合も私たちの表

現の仕方に問題があるのですが、

「資産の定義はこれですよ、そして

支配している資産はすべて認識しな

いといけません」と言うと、「あっ

無形資産を認識しなければ！ 未履

行契約も認識しなければ！」という

ことになり、人々は「全部認識しな

ければ」と言い始めます。変動性と

は、測定の変更によって生じるもの

です。内部創出したものがあるとし

て、それを原価で計上するのだと思

いますが、原価を帰属させることが

できない場合があって、そのような

場合には「じゃあ、公正価値で測定

するしかないね」と誰かが言い出す

わけです。そうすると、「IASBはの

れんを含むすべてのものを貸借対照

表に計上して、すべての資産と負債

を公正価値で測定させようとしてい

る。IASBは事業価値全体を評価し

ようとしている」と人々が言い出す

のだと思いますが、それは私たちの

意図では全くありません。

個人的には、資産・負債の定義、

特に資産の定義が、「資産が存在し、

それを支配する場合、貸借対照表に

計上しなければならない」と解釈さ

れるような表現とならないようにし

たいと考えています。問題は、損益

計算書をみて何が持続可能かを判断

することであるのか、貸借対照表を

みて価値を判断することであるのか

ということです。私はむしろ損益計

算書をみます。実際には、無形資産

を必ずしも貸借対照表に計上したく

ないにもかかわらず、無形資産が貸

借対照表に計上せざるを得ないよう

な方法で資産が定義されてしまって

いるという問題はきちんと認識して

います。

川 村 定義や認識に制限がない

場合、測定に重点を置くべきだと思

います。また、測定の手続が、認識

したのだから測定するというように、
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会計プロセスの最後に行われるチェッ

クポイントのようになっていると思

います。さらに、資産・負債の定義

を満たすものが貸借対照表に引き続

き計上されていることを確認しなけ

ればなりません。そのため、定義の

役割が現行の概念フレームワークか

ら少し変わっていると思います。定

義、認識、測定、そして、定義に戻

るというようにまるで円のようにつ

ながっています。

Teixeira そのとおりです。宅配

便の運転手が持っているトラックを

例としましょう。まず、そのトラッ

クが資産かどうかを考えます。運転

手はそれを所有していると主張して

おり、実際に契約もあり、所有権等

すべてが揃っています。それが資産

だということは疑う余地がありませ

ん。次に測定です。当初、その運転

手が支払った金額で測定することが

できます。３年後にどれだけの値段

で売れるかをその運転手が知ってい

たとします。例えば、支払った金額

が100で、３年後には40で売れると

すると、当初支払った金額のうち60

を消費することになると予測できる

としましょう。問題なのは、それを

どう測定するかです。例えば、１年

が経過した時点で価値が70になった

ので、30を費用計上します。その後、

損益計算書をみて、貸借対照表をみ

ます。そのトラックは資産かどうか？

そのトラックは資産です。測定値は

70です。測定値の70が何を反映して

いるかというと、交換価値になりま

す。

１つにはそのような方法が考えら

れるでしょう。しかし、同じくらい

適切な、私の好みでもある方法とし

て考えられるのが、３年後の価値が

40で、３年間その資産から同じだけ

の便益を得るのだから、初年度に、

その価値を差し引いた額（要償却額）

の３分の１である20を消費するとい

う考え方です。これが現在のやり方

です。100のうち20の消費分を損益

計算書に計上し、80を貸借対照表に

計上します。これは資産でしょうか？

これは資産です。これは適切な測定

属性でしょうか？ それは何を予測

したものでしょうか？ それは費消

していない価値の金額を測定したも

のです。100から80、そして60から

40になり、予測が正しければ、交換

を行い、現金に再度交換します。

この場合も、そのトラックが資産

であることに疑いの余地はありませ

んし、測定属性が未費消価値である

ことを説明することができます。フェー

ズを一緒に取り扱うのはこれが理由

だと思います。資産が存在するかど

うかは必ずしも測定に関係するもの

ではありませんが、資産が存在する

場合、その測定が正当化できるかど

うかが問題になります。その場合、

未費消価値のレベルを忠実に表現す

るかどうかを考えます。そして、私

はそれが忠実に表現すると思います。

それが減価償却した理由です。

３．年金負債から生じるOCIの表示

川 村 減価償却のプロセスには

帳簿価額の調整が必要かと思います。

しかし、例えば、年金債務に関する

会計基準では、OCI項目が損益に認

識されない場合があります。そうし

たOCI項目に関して、この種の調整

プロセスは適切であると思いますか？

Teixeira IASBは、OCIに関して

原則を設定することは非常に難しい

であろうとの認識にかなり早い段階

で至りました。OCIに関して原則を

設けたいのかすら疑問です。私たち

は、損益に関しての原則を必要とし

ていると思います。年金に関してで

すが、企業の業績を伝えるためには、

変動性は別にすべきで、OCIの一部

とすべきです。IASBのプロジェク

トで考えていたことなのですが、

OCIでなかったとしても、中核であ

る主要事業からは区別し、別のカテ

ゴリーとすべきです。それをOCIと

呼ぶか、もっと別の良い表現がある

かは別として、それを私たちはプロ

ジェクトの中で検討しています。変

動性があるものの、それが実際には

業績全体の一部である場合、それを

区別すべきだということになります。

ボトムラインがまるで２つあるかの

ようになります。異常項目を再導入

すべきかどうかも検討しました。

川 村 本当ですか。

Teixeira それは実際に業績の一

部ですので。私が例として挙げたの

は、訴訟等があり、現金を支出しな

ければならない場合です。その場合

は、未実現とはいえませんが、それ

を単純に営業利益の一部に含めれば、

実際の状況を反映していないといわ

れることになるでしょう。なぜなら、

それは一度限りの支払いだからです。

したがって、それを区別することが

１つの方法として考えられるかもし

れません。ここで問題になるのが、

年金がこれに該当するかということ

です。まだ検討中ですが、例えば、

年金の場合、「年金債務のための資

金調達は非常に重要であるため、そ

のような債務は存在するはずである。

それは変動するので、営業利益には

含めないでおこう。ただし、OCIの

前に計上しよう」ということになる

可能性もあります。あるいは、年金

が未実現であると主張することもで

きるかもしれません。年金は変動な

のか、OCIの一部とすべきなのか、
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一部の金融商品の価値の変化に関し

ても、それが変動であるのか、OCI

の一部であるのかを検討しなければ

なりません。このように、私たちは

より全体的に検討しようと考えてい

ます。ASBJには、１つのアプロー

チとして、ビジネスリスクからの解

放に関するペーパーで大いに協力し

てもらいました。しかし、このアプ

ローチを一部の非金融資産、特に、

有形固定資産に適用すると、うまく

いかないように思います。実際には、

単純な発生主義会計もうまくいきま

せん。実現しないうちに発生計上す

るからです。私は理論的には、現金

を交換するまでビジネスリスクから

解放されることはないと思います。

このように、ごく一部の取引に関し

てはうまくいくのですが、全体的に

機能するような、OCIを分類する簡

潔な方法を見付けるに至っていませ

ん。

４．負債と資本の区分

【アジェンダ・ペーパーの提案ⅴ】

川 村 次の質問は、負債と資本

の区別についてです。この論点に関

して、簡潔なアプローチを提案され

ていると思いますが、私は、負債が

現行の実務よりも狭く定義されるこ

とになると感じています。そのため、

人々が多くの金融商品のストラクチャ

リングを行うのではないかと考えて

おり、このアプローチでは、金融商

品のストラクチャリングの問題に対

応できないのではないかと懸念して

います。

Teixeira フレームワークでは、

負債の基本的特徴が定められること

になりますが、それが意味するとこ

ろを説明できるようにするために会

計基準は必要です。特に、金融商品

に関しては必要です。以前、複合金

融商品の分離に関する議論がありま

した。基準書レベルでは、これらの

金融商品は分離すべきではない場合

があるとされています。そのような

場合、実際には負債性金融商品と資

本性金融商品を一緒にして、どちら

かとして会計処理することを強いて

いることになります。それはフレー

ムワークに整合していないと主張す

ることができますが、これは、IASB

の意図的な決定です。基準書は、一

部の特定の金融商品又は状況をどの

ように解釈すべきかを示すものです。

もう少し異論の少ない例として挙げ

られるのが、IAS第37号「引当金、

偶発負債及び偶発資産」の契約に基

づかない債務に関してです。負債の

現行の定義であれ、提案されている

新しい定義であれ、負債の定義を年

金債務や、リースの場合の更新権に

当てはめた場合、それが長期的にみ

て負債であるかどうか、また、経済

的強制に関して、そして、負債だっ

た場合、更新義務又は更新権を伴う

契約は長期契約として取り扱うべき

かといった事項を、概念フレームワー

クで説明する必要はないと思います。

そうした問題は、基準書レベルで解

決すべきです。個人的には、負債の

基本的な定義を簡潔なものに変えた

場合、そうした論点は基準書レベル

でのみ影響が生じると思います。

竹 村 読者の中には、概念フレー

ムワークが要求事項ではないという

点を理解していない人がいるかもし

れません。その点から説明していた

だけますか？

Teixeira そうですね。IASBでは、

基準がフレームワークを上書きする

方が適切だと考えた場合、そうする

場合があります。複合金融商品に関

して、費用対効果の観点から、ある

いは理解可能性の観点から、現在、

IFRS第９号「金融商品」において、

資産である複合金融商品に関し、そ

の全体的な特徴を考慮し、それが単

純に元本と利息なのか、それともそ

れ以上のものなのかを検討するよう

に要求していますⅵ。

竹 村 年金債務は、負債の定義

を満たさない可能性があります。一

部の企業では、年金債務は、10年又

は20年勤務して初めて支払われます。

しかし基準では、場合によって１年

目から認識することが要求されてい

ます。

Teixeira 繰延税金負債もそうで

すね。繰延税金負債は、フレームワー

クに基づくと負債ではないと主張す

る人もいますが、IAS第12号「法人

所得税」では負債であるとされてい

ます。よって、繰延税金負債は負債

なのです。フレームワークは基準設

定のための指針であり、基準設定主

体が資産・負債を比較的整合した方

法で特定できるようにするためのも

のです。

竹 村 概念フレームワークに対

する例外はあり得ます。重要なのは、

概念フレームワークが基準設定のた

めの指針であるという点です。

川 村 契約に基づかない債務に

ついてですが、IASBは待機債務

（standreadyobligation）という概念

を提案しましたⅶ。これは、IASBが

提案しているアプローチと整合して

いますか？

Teixeira 私は、かつては待機債

務という表現を使うことが望ましい

と考えていましたが、もうそのよう
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には考えていません。保険は待機債

務がある典型的な例で、「現在債務

を有する」ことに言及した現行の定

義についての論点なのです。保険を

販売したとします。会社は現在の債

務を有し、損害に対する補償を行わ

なければなりません。それが会社の

義務です。しかし、当然のことなが

ら、保険金請求がなされるまでは、

補償を行う、小切手を切る必要はあ

りません。小切手を切るために待機

することであると定義してもしなく

ても、債務は待機することであり、

補償を行うかどうか選ぶことはでき

ません。そうしなければならないの

です。これはとても難しい問題で、

基準レベルで考えると、この場合、

ポートフォリオが役に立つと思いま

す。ポートフォリオに関していうと、

時にその一部を払い出さなければな

らないことが分かっています。よっ

て、ポートフォリオをあたかも１つ

の会計単位のように扱っています。

川 村 測定に関する概念フレー

ムワークの中で、公正価値はどのよ

うに説明されることになるのでしょ

うか。

Teixeira 公正価値について、フ

レームワークの中で触れる必要があ

るかどうかを現在検討中です。測定

目的や、どのような情報を得ようと

しているのかについては記載される

ことになります。IFRS第９号の償

却原価を考えた場合、当初取得原価

に基づいて測定し、キャッシュ・フ

ローについて調整します。これは取

得原価に基づくモデルです。これに

対し、資産をトレーディングにより

運用・管理している場合、現在価値

（currentvalue）の方が適切になり

ます。フレームワークでは、どのよ

うな場合に取得原価に基づくアプロー

チを用いることが適切となるかだけ

を説明することになるかもしれませ

ん。ところで、宅配便の運転手が所

有するトラックであっても、先を予

測し、耐用年数の経過時に売却する

であろう価格を算出しなければなり

ません。したがって、どのような場

合にも少しは予測が必要になります。

ただし、概念フレームワークの中で

は、現在価値よりも取得原価に基づ

くアプローチを用いた方が適切とな

る場合を特定することになると思い

ます。現在価値を用いるとするなら

ば、何が最善なのか、IFRS第13号

「公正価値測定」では公正価値を用

いるように定められています。フレー

ムワークでは、公正価値又は出口価

値が適切かどうかを定める必要はな

く、「現在価値を使う」とだけ定め

ることになると思います。そして、

ほとんどの基準では取得原価に基づ

くアプローチを用いているとして、

価値を更新しなければならないと定

められていたとしたら、それは減損

を指します。

そうすると、我々は、いろいろな

種類の測定属性を議論しているのか、

それとも現在価値か取得原価に基づ

く価値かを議論しているのか分から

なくなってきます。

川 村 アジェンダ・ペーパーⅷ

では、公正価値は出口価値ではない

とされていましたね？ 公正価値は

中立的な価値であると示されていま

した。

Teixeira IFRS第13号を策定して

いた際、数人が公正価値を交換価格

と定義することを主張しましたⅸ。

そして、出口価値、入口価値につい

て説明するのです。出口価格を使え

るならば出口価格を、入口価格を使

えるなら入口価格を用います。私た

ちは、ほぼすべてのケースでこれら

の価値がほぼ同じであることを理解

していました。しかし、第三者にし

てみれば、公正価値は売却できる価

格であるといった場合、交換価値が

あることは理解できないのです。

川 村 先ほどおっしゃったよう

に、IASBは企業のビジネス・モデ

ル又は価値の実現の概念を使おうと

しているのですね？ 概念フレーム

ワークには、測定の選択に関してこ

ういった概念が含まれることになる

のでしょうか。

Teixeira 私の個人的な意見です

が、その方向に進む可能性が高いと

思います。それは、IFRS第９号を

支えるものですし、そこから離れは

しないと思います。損益計算書にお

いて、私たちはキャッシュ・フロー

の実現がいかに業績に見合うかを示

そうとしています。これは、私たち

が、業績にとって償却原価の方がキャッ

シュ・フローの測定値としてより適

切であると考えているということを

意味します。これは、嫌々受け入れ

るということではなく、測定属性が

どのようなものであるべきかという

私たちの考えを反映するということ

なのです。

川 村 日本人の多くは、金融商

品の全面的な公正価値会計に対して

懸念を抱いています。IASBがビジ

ネス・モデルの概念を採用した場合、

全面的な公正価値会計の適用は難し

くなる可能性があると思いますが、

そのようにお考えですか。

Teixeira そのとおりです。IASB

では、根本的な考え方の変化がみら

れると思います。ディスカッション・
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ペーパーが公表された時、そのディ

スカッション・ペーパーは、１つの

測定属性が適切であるという内容だっ

たと思いますⅹ。公正価値のように

測定属性が１つであれば、すべてが

公正価値で測定され、すべてが同じ

基礎に基づき示されることになりま

す。必ずしも有用な情報とはいえま

せんが、同じ基礎で示されます。割

引キャッシュ・フローを採用した場

合、すべてを現在価値（today'sdol-

lar）に割引きますので、少なくと

も比較可能になります。しかし、一

部に関して不確実性が大きい場合、

確実性の高い現在価値と、不確実性

の高い現在価値が混在することにな

り、その比較可能性は偽りのものと

なってしまいます。確実なものと不

確実なものを足し合わせると、結局、

不確実なものになります。ですので、

公正価値によって比較可能性がもた

らされるというのは言いすぎだと思

います。レベル１、レベル２、レベ

ル３のように、異なったレベルでの

比較可能性があると思います。

竹 村 そのような立場は以前か

らのものなのでしょうか？ それと

も議長が交代したり、新しいIASB

メンバーが入ってきたりしたことに

よって変化があったのでしょうか？

Teixeira Hansも一度は公正価値

が唯一の基礎であるべきだと主張し

ていましたが、実務上の簡便法を設

けてもよいと言っていました。しか

し、実務上の簡便法を使ってもよい

とするのはとても危険なことだと思

います。その後、それが適切な答え

ではないと考えを変えたと思います。

竹 村 彼が考えを変えたのはなぜ

ですか。

Teixeira 彼は他の意見を受け入

れることのできる人ですので、そち

らの意見の方がより説得力があると

考えたのだと思います。

川 村 今のご発言は、日本の人

をとても勇気付けるものだと思いま

す。

Teixeira そうあってほしいです。

これは私だけの意見ではありません。

ただ、そうした事柄をどのようにペー

パーで表現するかはとても重要だと

も考えています。

１．OCI項目のリサイクリングとノ

ンリサイクリングの区別

川 村 日本では、OCIのリサイ

クリングとノンリサイクリングを区

別するための概念的基礎がないとい

う懸念を表明しています。新しいア

プローチが提案されたと聞きました

が、この新しいアプローチについて

ご説明いただけますか�。

Teixeira 私たちはまだ何も提案

していません。私たちがこれまでに

行ってきたことの１つは、損益計算

書において、さらに区分を設けるべ

きかどうか、すなわち中核事業に関

係するものと、変動部分を分けるか

どうかです。変動性を取り扱うに当

たり、OCIを使うのではなく、損益

計算書の中に変動性を取り扱ったセ

クションを設け、その結果、算出さ

れるボトムラインをそのままボトム

ラインとするという方法を検討して

います。そして、OCIを使う可能性

もあります。私たちが検討している

ことは、損益計算書を貸借対照表と

完全に連携させるべきか、あるいは

損益計算書の一部は、持分変動計算

書に関するものであるべきかという

点です。一部の変動や、異なる種類

の資本の変動は持分変動計算書に表

示されます。資本内で従業員株式に

変動がある場合や、非支配持分間の

変動は区別できるように表示し、目

立つようにしなければなりません。

また、リサイクリングとノンリサイ

クリングについてですが、リサイク

リングのための適切な基礎があるか

どうかについても検討しています。

IASBメンバーの１人は、損益に計

上するか、OCIに計上するか、会計

方針を選択することができる場合、

彼の例では有形固定資産の再評価が

使われていましたが、そのような場

合、２つの科目が比較可能になるよ

うに再評価額をリサイクルすべきで

あると主張しています。そうしなけ

れば、２つの営業利益が同じになる

ことはないからです。したがって、

彼はリサイクリングを主張していま

す。しかし問題は、それを一番上の

利益に含めるのか、純損益の１つ上

にリサイクリングし、リサイクリン

グされた部分が明確に分かるように

するかです。そのような表示も方法

の１つとして考えられると思います。

私たちは、一番上の利益に計上すべ

きとしておりまして、ただリサイク

ルされた項目は他と区別することが

望ましいと考えています。OCIへ計

上する項目が少なければ、リサイク

リングしなければならないものも少

なくなります。

竹 村 損益計算書に関して、

OCIをリサイクリングすべきかどう

かという議論がありますが、貸借対

照表に関してはどのようにお考えで

すか？ その他の包括利益累計額と

利益剰余金は区別すべきでしょうか。

Teixeira それは答えにくい質問

です。というのも、私の母国ニュー

ジーランドでは、利益剰余金は意味

がないものだからです。配当には、
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ソルベンシー・テストがあります。

配当に関しては国や州によっていろ

いろな場合があります。ですから、

利益剰余金にあまり意味はありませ

ん。IAS第１号「財務諸表の表示」

には、自らの状況に適切となるよう

に資本の構成要素を表示することと

示されています。日本のように利益

剰余金が重要であるならば、それを

表示することは適切でしょう。それ

らの項目を区別してリサイクリング

を表示するかどうかを自らが選択で

きるのか、それとも、規制当局がそ

れを決めるかはについてこれまで考

えたことはありませんが…。しかし、

IAS第１号には、資本において適切

となる方法で表示することとされて

います。

川 村 年金債務に係る数理計算

上の差異は、OCIに直接認識される

場合があります。日本でその基準を

適用した場合、OCI累計額は貸借対

照表に計上されたままになります。

OCI累計額を利益剰余金に振り替え

ない場合、配当を支払うことができ

ません。

Teixeira IASBのあるボードメン

バーがこれについて研究しています。

彼は、それを振り替えることに何の

意味があるのか、あるいは、年金債

務をどのようにOCIに振り替えるか

も理解できないでいます。制度が存

続している限り、OCI累計額は上下

に変動するだけだからです。どの部

分が実現したかはどうすれば分かる

のでしょうか。その制度全体の会計

処理を考えると、その制度が存続し

ている限り、彼は、どう実現するか

分からないと言っています。

竹 村 私は、リサイクリングに

関して２つのOCI項目があると考え

ています。１つは、直接のリサイク

リングが行われる項目です。OCIと

リサイクルされた項目との直接のつ

ながりがみえる項目です。もう１つ

は、より間接的なケースです。例え

ば、IAS第39号の債券の未実現損失

です。これは、（市価より低い）利

息の受取によって実現したとみるこ

ともできます。OCIと利息に直接の

つながりはありませんが、企業が利

息を受領すればOCIが減り、最終的

にはゼロになります。

Teixeira しかし、その場合は１

つの金融商品です。一方で、年金債

務は制度全体に関係するもので、制

度が存続する限り、債務は消滅しま

せん。年金債務が最終的に支払われ

たとしましょう。その場合、利得又

は損失は生じません。利得又は損失

は最終的に生じないとした場合、

OCIからリサイクリングするものは

ありません。

竹 村 OCIが年金又は拠出金の

支払いを通じて間接的にリサイクリ

ングされる仕組みは作れないでしょ

うか。

Teixeira 年金支払いに関連した

拠出を明らかにして、退職した個人

に関連して決済した年金債務の一部

をリサイクルする仕組みを作り出す

とういことでしょうか。それは、複

雑すぎます。

むしろ、OCIに計上せずに、変動

部分の損益に計上するというのが答

えかもしれませんね。そうすれば、

実際に営業利益に計上され、利益剰

余金に直接計上されます。ですから、

安定的な損益と、変動部分の損益と、

そして、OCIがあることになります。

いずれにせよ、今はどのような方法

が最適かを検討しているところです。

２．異常項目

川 村 IAS第１号では、損益計

算書に異常項目を計上することが禁

じられています。多くの日本企業は、

毎年、多くの特別損失を計上してい

ます。異常項目が今後、概念フレー

ムワークの中でどのように取り扱わ

れることになるかについて、何か考

えはおありですか。

Teixeira 異常項目を取り扱うか

どうか確信はありません。異常項目

を再導入するという意見は多いです

し、個人的にはそれも良いと思って

います。私の博士論文のテーマは異

常項目についてでした。ニュージー

ランドでは、異常項目の中央値と平

均値は実際にはプラスで、マイナス

ではありませんでした。それは例外

かもしれませんが、なぜ私が異常項

目を好むかというと、一部の項目を

異常項目として分類した場合、その

項目の性質と金額、そして、なぜそ

れが異常であるのかを開示すること

が要求されるからです。営業利益に

含めず、それが変動部分であるとい

う代償として、それについて多くの

情報を開示しなければなりません。

異常項目をなくした場合、それらの

数値は営業損益に計上されることに

なります。ちなみに、ニュージーラ

ンドでは、異常項目をなくしたと同

時に、稼得利益の内訳に関する説明
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の数が激減したのです。稼得利益の

説明能力が崩壊してしまいました。

ニュージーランドでは、変更までの

５年の間の営業利益と異常項目をみ

ることはずっと有用でしたが、異常

項目がなくなったことで、これらの

情報が完全になくなってしまいまし

た。利点と欠点があると思いますし、

政治的な地雷原でもあると思います。

世界で、異常項目を再導入すること

にどれだけの人が賛成しているかは

分かりません。

３．事業と財務の区分

川 村 次は、財務諸表の表示に

おける活動の分類についてです。

IASBは、分類について、営業活動、

投資活動、財務活動という概念を提

案していましたね�。新しい概念フ

レームワークにそのような概念は含

まれることになるのでしょうか。

Teixeira その可能性もあります

が、私は、それらが基準レベルのプ

ロジェクトに止まるのではないかと

考えています。問題は、フレームワー

クが、損益計算書は適切な方法で分

類されるべきであると定めるべきか

どうかです。例として、営業活動、

投資活動、財務活動を出すことはあ

り得ます。しかし、そのように分類

すべきであるとフレームワークで定

めた場合、金融機関がやってきて

「それはどういう意味ですか？ 私

にははっきり分かりません」という

でしょう。ＩＴ企業又はソフトウェ

ア会社が、開発段階にある場合、彼

らは営業活動を行っているのでしょ

うか、それとも、準備段階において

投資を行っているだけなのでしょう

か。それをフレームワークに定める

には、制限が多すぎるように思いま

す。しかし、損益計算書の分類に関

してもっと助けがほしいとするなら

ば、合算表示の原則の１つをフレー

ムワークに定め、それを基に基準を

定めるという方法も考えられます。

基準書において、もっと業界に特化

した例を示すべきであるとの要請が

あります。投資ファンドが、「IAS

第１号の例に売上原価があるが、当

社には売上原価はない」という場合

があります。IASBでさえも、出版

物を販売した際の売上原価がありま

すが、それはIASBの主要事業では

ありません。IASBの事業は、資金

供与者等から資金の提供を受け、出

版活動から資金を得て、それによっ

て基準を設定します。IAS第１号を

そのプロセスに簡単に当てはめるこ

とはできませんが、それが私たちの

行っていることです。ですから、私

たちは、財務諸表の表示の活動分類

についてもっと注意深く検討し、フ

レームワークでは柔軟に対応して、

基準ではさらに踏み込むべきかを確

認しなければなりません。

川 村 何が概念フレームワーク

に関連する論点で、何が基準書レベ

ルの論点かを特定することはとても

難しいです。概念フレームワークは、

現行の実務と完全に整合している必

要はありません。概念フレームワー

クと現行の実務、概念フレームワー

クと会計基準の間にあるギャップに

対して人々は懸念を抱いています。

概念フレームワークのこの位置付け

について、何か考えはおありですか。

Teixeira アジェンダ協議のフィー

ドバック・ステートメント�の一文

を読み上げますと、「フレームワー

クの新しいセクションを完成させて

いく中で、IFRSの一部の局面につ

いて、新たな概念との矛盾が識別さ

れることは必然である。新たな概念

フレームワークの完成は、概念フレー

ムワークとIFRSの間の不整合のす

べて又はいずれかへの対処をIASB

に強制するものではない。我々は、

概念フレームワークのプロジェクト

の一環として矛盾点を識別する予定

であるが、基準の変更を行うことの

相対的な緊急性又は必要性は、

IASBの通常の専門的プログラムの

一部として、他の財務報告上の論点

と共に検討される」となっています。

これで私たちが伝えようとしている

メッセージの１つは、「それが資産

の定義であり、企業はそれを認識し

なければならない。しかしそれは、

無形資産をオンバランス化しなけれ

ばならないために無形資産に関する

基準書を早急に修正しなければなら

ないという意味ではない」というこ

とです。フレームワークにおいて矛

盾が識別される可能性があることは

認識しています。私たちは、フレー

ムワークの基本の一部としてそれを

認識しています。とはいえ、３年に

１度は公開のアジェンダ・コンサル

テーションが行われ、私たちはどの

基準に手を付けるべきかを具体的に

聞く予定です。ある人が「ほら、こ

こに最も大きい不整合の１つが生じ

ていることはフレームワークから明

らかだから、それについて検討して

ほしい」と言うかもしれません。私

たちはそのプロセスとしてアジェン

ダ・コンサルテーションを用いる予

定ですが、それはガイダンスであっ

て、我々を強制するものではありま

せん。

竹 村 概念フレームワークにつ

いての作業と並行して、財務諸表の

表示に関するプロジェクトを再開し

てほしいという意見もありますが…。

Teixeira 私には、人々が再開を

望んでいるのか望んでいないのかはっ
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きりとは分かりません。直接法のキャッ

シュ・フローは望んでいないでしょ

うし、再開されることを懸念してい

る人もいるでしょう。

私は再開したいと考えています。

そして、まず、IAS第１号、IAS第

８号「会計方針、会計上の見積りの

変更及び誤謬」、そして、IAS第７

号「キャッシュ・フロー計算書」を

変えたいです。要するに、「財務諸

表が伝えようとするものはこれで、

これが会計方針や方針の変更を表示

する方法を含む開示原則である」と

定めた基準書を設定したいと考えて

います。これがIAS第１号とIAS第

８号を変更したい理由です。キャッ

シュ・フロー計算書の基準もそうし

た例の１つです。非常に簡潔な基準

とすることもできます。しかし、キャッ

シュ・フロー計算書に関して、IAS

第７号がIAS第１号の適用基準であ

るのか私には分かりません。そうで

あるならば、貸借対照表に関する適

用基準や損益計算書に関する適用基

準も必要になります。あるいは、キャッ

シュ・フローに関連する規定を抜き

出して１つの基準にまとめることも

できます。ばらばらのところにある

よりも、１つにまとめることが望ま

しいと私は思います。

竹 村 IASBが財務諸表の表示

に関するプロジェクトを、概念フレー

ムワークを改訂した後に行うべきだ

と思うのですね。

Teixeira そう思います。なぜな

ら、それが我々の基本的な開示と基

本的な表示に関する文書だからです。

私は、まず、それを改善したいと思

います。その後で、無形資産などの

プロジェクトに取り組みたいです。

とはいえ、まずはアジェンダ・コン

サルテーションを行って、他の人の

意見を聞かなければなりません。

川 村 私は学界に身を置いてい

ます。IASBと学界とは、どのよう

な協力を行っているのでしょうか。

Teixeira 現在、さらに研究活動

を強化するという提案があります。

これには２つの側面があるのですが、

１つ目は、私たちのすることの正当

性を説明することを求める声がます

ます高まっていることです。そして、

それを説明する最善の方法は、証拠

に基づいたリサーチを行うことだと

思います。要するに、リサーチに基

づいた基準設定です。２つ目の試み

として、学者とのネットワークを構

築しています。例えば、IASBが独

自のカンファレンスを立ち上げて、

最高のワーキング・ペーパーを作っ

た人に賞を与えることを考えていま

す。リサーチが必要だと考えるテー

マやトピックを示し、それに対する

５つくらいのワーキング・ペーパー

を審査します。それを世界各国で１

年に１度行うのです。ヨーロッパか

ら北米、アジア、オセアニアと順に

回っていきます。そのようなイベン

トを開催してくれるいろいろな大学

を探しています。加えて、会計に関

するリサーチを行う場合、私たちが

何に関するリサーチに興味があるか

分かるように、私たちのウェブサイ

トに学者、研究者全般に向けたセク

ションを設けようとしています。そ

のページでは、私たちが求めている

リサーチについて、かなり先の話ま

で説明することになります。「IFRS

第10号『連結財務諸表』の適用後レ

ビューを2017年に行う予定です。研

究者の手助けがほしいと考えている

のはこれらの点についてです。した

がって、このような研究課題の答え

を必要としています」というように

公表するつもりです。ですから、何

が先に控えているかが分かれば、時

間がかなりありますので、それにつ

いての研究を行うことができます。

スタッフのスキルを向上するととも

に、研究者や研究界全般とIASBと

の行き来を増やすための取組みとし

ていろいろなことを考えています。

竹 村 日本についてですが、日

本の研究者がリサーチ又はIASBに

関係した仕事に関わりたいと考えた

場合、何をすればよいですか？ ウェ

ブサイトをみればよいのでしょうか。

Teixeira まずはホームページを

作らなければなりませんが（笑）。

私たちは、一部のリサーチにアクセ

スすることができますが、それらは

ほとんどの場合、英語で書かれたも

のです。リサーチだけでなく、見解

についても同じことがいえます。誰

かが見解についての原稿を書いたも

のの、それが日本語でしか読めない

場合、その情報を自然に入手する術

がないのです。ですから、定期的に

翻訳するか、進行中の一部のリサー

チについての概要を説明してくれる

学者のネットワークを構築しようと

考えています。私も元学者ですので、

そうした取組みには乗り気です。

川 村 開示について２つお伺い

したいと思います。１つ目は、一部

の企業、作成者は、開示の複雑性と

量について不満を述べています。そ

れについてはどのようにお考えです

か？ そして２つ目ですが、FASB

は欧州財務報告諮問グループ
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（EFRAG）と共同で開示フレームワー

ク�・�を策定しました。IASBは彼ら

と協力していく予定はありますか。

Teixeira 開示フォーラム xviが１

月に開催されますが、最初に、現在

進行中の多くの作業のレビューを行

う予定です。スコットランドとニュー

ジーランドの会計士協会が、余分な

開示の削減についてのディスカッショ

ン・ペーパーxviiを作成しました。英

国の財務報告評議会（FRC）は、ディ

スカッション・ペーパー ・Cutting

clutter.・xviiiを作成しています。また、

FRCは、財務諸表、経営者による説

明、財務諸表の注記を全体としてと

らえた報告フレームワークxixを作成

しました。EFRAGとFASBの開示フ

レームワークは、注記での開示だけ

に焦点を絞ったものです。ですから、

これについてはいろいろな取組みや

検討が行われています。監査人は重

要性についての取組みを行いました。

欧州証券市場監督機構（ESMA）も

重要性についての審議を行いまし

たxx・xxi。金融安定理事会も、開示・

報告に関するサブグループがこれに

ついての取組みを行っていますxxii。

私たちが何もしていないというわけ

ではありません。彼らがこれらをす

べてやってくれたのも私たちの計画

の一部なのです。彼らに作業や検討

を行ってもらい、それを１つにまと

め、それに対するコメントを募集し、

最終的にそれらはフレームワークの

開示に関する章に集約されます。で

すから、私たちは関心を持ってみて

います。複雑すぎて、情報や開示量

が多すぎると作成者が不満を述べて

いるということに関してですが、あ

る会計事務所が主催するフォーラム

に出席したときの話です。その問題

についての説明を行った人は、私た

ちを指差して、それが私たちの責任

であると糾弾し、「開示規定は、１

つ追加する度に１つ取り除くべきだ」

と言いました。ずっとこの調子でし

た。私たちはそれをただ聞いていま

した。25分くらい経ったときに、作

成者の１人が「私たちは実は削減し

ました。しかし、監査人が開示の削

減をさせてくれなかったのでかなり

大変でした」と言いました。皆の視

線が監査人に向きました。監査人は

「証券規制当局が財務諸表のレビュー

を行う際に、なぜその開示を行わな

かったのかを聞いてくるからだ」と

言いました。監査人は「重要性が低

いからだ」と言い、証券規制当局は

それを説明すべきだと言う。結局、

それを載せた方が簡単だという結論

に至る。最終的に、私たち以外の全

員がお互いを非難し合う様子を私た

ちは見て楽しかったです。開示は誰

か１人の問題ではないと私たちは考

えています。それがIASBの責任で

はないと言うつもりはありません。

「企業は～を開示しなければならな

い」と基準に書いてある場合に、何

が本当に重要かを特定する上で役立

つような記述はあまりしていません。

IAS第１号の改訂は、その点につい

て行われることになるかもしれませ

んね。有形固定資産が事業の中心で

ある場合、それが最も重要かもしれ

ません。銀行の場合、それは金融資

産です。ＩＴ企業の場合、開発が最

も重要で、開発費に焦点を絞るべき

かもしれません。しかし、「あなた

の事業にとって最も重要な側面は何

ですか？ それを説明して、財務諸

表の大半を占めるようにしなさい。

その他の活動のために必要なものに

ついては補足程度で構いません」と

いった記述は一切ありません。これ

が問題なのだと思います。有形固定

資産が本当に重要であるならば、

IAS第16号「有形固定資産」は正し

い基準といえるでしょう。しかし、

銀行の場合、あまり重要でないかも

しれない。では、ほとんどの銀行が

行っているように、なぜすべての種

類の有形固定資産について調整表を

示さなければならないのでしょうか？

IAS第１号は、「それが重要な場合

にのみ開示の必要がある」と述べて

います。すべての人がその項を認識

しているわけではないようですね。

竹 村 最後に、日本の読者のた

めにメッセージをいただけますか？

日本の人たちが概念フレームワーク

にどのように関与していけるかにつ

いて説明していただけますか。

Teixeira 関与の仕方としては２

つあります。まず、ASBJを通じて

間接的に関与することです。という

のも、世界の一部の関係者は、

IASBと直接やり取りすることに抵

抗を感じているようです。IASBは

いろいろな関係者と対話することを

歓迎していますが、それを達成する

一番効率的な方法は、関係者がその

国の基準設定主体のところに行き、

基準設定主体と共同で作業すること

です。そして、基準設定主体は統一

見解を得て、その論点を審議します。

皆の時間は限られていますから、

IASBに直接意見を言う場合は、明

確かつ一貫したメッセージがなけれ

ばなりません。解決策もそうですね。

良い解決策がある場合には伝えてほ

しいと思います。しかし、ASBJは

素晴らしい仕事をしていますし、日

本のアジア・オセアニアオフィスも
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うまく意見をまとめると思います。

そして、人々がテーブルについて、

議論を行っている様子をみることも

とても有用です。その過程で見解が

形成された場合には、ビデオでロン

ドンにつなぎ、その時に直接やり取

りすることができます。あるいは、

私たちがこれまで何度も行ってきた

ように、関係団体と直接話す場合も

あります。私たちは、いろいろな人

たちと話をする用意があります。移

動に時間がかかりますので常に直接

会うわけにはいきませんが、ビデオ

を通じて話すことが可能です。そし

て、定期的に、IASBスタッフが訪

問します。今回は１日だけですが、

また来ます。そして、それは意見を

聞くとてもよい機会だと考えていま

す。IASBは、世界中の意見を聞く

ことにとても関心を抱いています。

人々は、何よりも「意見を聞いても

らっている」ことを感じたいのだと

思います。必ずしも同意するとは限

りませんが、ただはねつけるような

ことはしません。それは良くないで

す。私たちは、フレームワークに対

する見解、そして懸念を聞きたいと

思っています。

竹 村 ロンドンからこのアジア・

オセアニアオフィスにもっと多くの

人に来ていただきたいと思っていま

す。本日は、どうもありがとうござ

いました。

川 村 ２月のワーキング・ドラ

フトxxiiiを拝見するのを楽しみにして

います。

〈注〉

ⅰ IFRS財団は、2012年11月に、

コメント募集「会計基準アドバイ

ザリー・フォーラムの設置提案」

を公表している （IFRS財団・

IASBウェブサイトhttp://www.ifr

s.org/The-organisation/Governanc

e-and-accountability/Documents/A

SAF-Consultation-Paper-November

�2012.pdf、和訳はASBJウェブサ

イトhttps://www.asb.or.jp/asb/a

sb_j/iasb/ed/20121101_1.pdf参照）。

ⅱ IASBの概念フレームワーク改

訂として、第１章「一般目的財務

報告の目的」と第３章「有用な財

務情報の質的特性」の２つの章が

完了していることを指す。

ⅲ IFRS財団は、2013年２月１日

に、ASAFのメンバーの候補者募

集を公表している（IFRS財団・

IASBウェブサイトhttp://www.ifr

s.org/The-organisation/Advisory-

bodies/Documents/ASAF-Call-Feb

ruary�2013.pdf、和訳はASBJウェ

ブサイトhttps://www.asb.or.jp/a

sb/asb_j/iasb/press/20130201.pdf

参照）。

ⅳ IASB,StaffPaperofConceptual

Framework,January2013.（IFRS

財団・IASBウェブサイトhttp://

www.ifrs.org/Meetings/Pages/IAS

BJanuary2013.aspx参照）

ⅴ IASB,StaffPaperofConceptual

Framework,December2012.（IFRS

財団・IASBウェブサイトhttp://

www.ifrs.org/Meetings/Pages/IAS

B-December-2012.aspx参照）

ⅵ IFRS第９号「金融商品」は、

金融資産が主契約である混合契約

の場合、分離処理を求めていない

（IFRS第９号4.3.2項）。

ⅶ IASBは、例えば、2005年６月

に公表した公開草案IAS第37号

「引当金、偶発負債及び偶発資産」

修正案及びIAS第19号「従業員給

付」修正案（IFRS財団及びIASB

ウェブサイトhttp://www.ifrs.org

/Current-Projects/IASB-Projects/

Liabilities/EDJune05/Documents/

EDAmendstoIAS37.pdf参照）で待

機債務に言及している。

ⅷ 上記注ⅴ参照。

ⅸ IFRS第13号「公正価値測定」

では、公正価値の定義は現在出口

価格とされるが、従来のIFRSで

は交換価格であり、状況によって

は入口価格と解釈される可能性が

あったとされる （IFRS第13号

BC32項、BC36～BC45項参照）。

ⅹ IASBが2008年３月に公表した、

ディスカッション・ペーパー「金

融商品の財務報告における複雑性

の低減」（IFRS財団・IASBウェブ

サイトhttp://www.ifrs.org/Curre

nt-Projects/IASB-Projects/Financi

al-Instruments-A-Replacement-of-I

AS-39-Financial-Instruments-Reco

gnitio/Discussion-Paper-and-Com

ment-Letters/Documents/DPReduc

ingComplexity_ReportingFinancialI

nstruments.pdf）参照。

� 上記注ⅳ参照。

� IASBは、スタッフドラフト

「財務諸表の表示」（2010年７月公

表）で提案している（IFRS財団・

IASBウェブサイトhttp://www.ifr

s.org/Current-Projects/IASB-Proj

ects/Financial-Statement-Presentat

ion/Phase-B/Documents/FSPStand

ard.pdf、和訳はASBJウェブサイ

ト https://www.asb.or.jp/asb/asb

_j/iasb/ed/comments20100701.jsp

参照）。

� IASBは、2012年12月に、アジェ

ンダコンサルテーションのフィー

ドバック・ステートメントを公表

している（IFRS財団・IASBウェ

ブサイトhttp://www.ifrs.org/Cur

rent-Projects/IASB-Projects/IASB
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-agenda-consultation/Documents/F

eedback-Statement-Agenda-Consult

ation-Dec�2012.pdf、和訳はASBJ

ウェブサイトhttps://www.asb.or.

jp/asb/asb_j/iasb/press/20121218.

pdf参照）。

� FinancialAccountingStandards

Board（FASB）,"DisclosureFrame-

work",July2012.（FASBウェブ

サイトhttp://www.fasb.org/cs/Bl

obServer?blobkey=id&blobwhere=1

175824166287&blobheader=applica

tion%2Fpdf&blobcol=urldata&blob

table=MungoBlobs参照）

� European Financial Reporting

AdvisoryGroup（EFRAG）,Discus-

sionpaper"TowardsaDisclosure

FrameworkfortheNotes",July

2012.（EFRAGウェブサイトhttp://

www.efrag.org/files/ProjectDocu

ments/PAAinE%20Disclosure%20F

ramework/121015_Disclosure_Fra

mework_-_FINAL1.pdf参照）

ｘｖｉ 開示に関するディスカッション・

フォーラムが2013年１月21日に開

催された（IFRS財団・IASBウェ

ブサイトhttp://www.ifrs.org/Ale

rts/Conference/Pages/Disclosures-

in-Financial-Reporting-reminder.as

px参照）。

ｘｖｉｉ TheInstituteofCharteredAc-

countantsofScotland（ICAS）and

theNewZealandInstituteofChar-

teredAccountants,"Losingtheex-

cessbaggage-reducingdisclosures

infinancialstatementstowhat's

important",July2011.（ICASウェ

ブサイトhttp://icas.org.uk/excess

baggage/参照）

ｘｖｉⅰⅰ Financial Reporting Council

（FRC）,"Cuttingclutter:Combat-

ing clutter in annualreports",

October2012.（FRCウェブサイト

http://www.frc.org.uk/getattachm

ent/8eabd1e6-d892-4be5-b261-b30c

ece894cc/Cutting-Clutter-Combati

ng-clutter-in-annual-reports.aspx

参照）

ｘｉⅹ FRC,"Thinking aboutdisclo-

suresinabroadercontext",Octo-

ber2012.（FRCウェブサイトhttp:

//www.frc.org.uk/getattachment/

99bc28b2-c49c�4554-b129-9a6164b

a78dd/Thinking-about-disclosures-

in-a-broader-contex.aspx参照）

ｘⅹ EuropeanSecuritiesMarketsAu-

thority（ESMA）,ConsultationPa-

per"Considerationsofmateriality

infinancialreporting",November

2011.（ESMAウェブサイトhttp://

www.esma.europa.eu/system/files

/2011_373_.pdf参照）

ｘｘⅰ ESMA,SummaryofResponses,

"Considerationsofmaterialityin

financialreporting",August2012.

（ESMAウェブサイトhttp://www.

esma.europa.eu/system/files/2012

_525.pdf参照）

ｘｘⅰⅰ Financial Stability Board

（FSB）,ReportoftheEnhanced

DisclosureTaskForce,"Enhancing

theRiskDisclosureofBanks",Oc-

tober2012（FSBウェブサイトhttps:

//www.financialstabilityboard.org

/publications/r_121029.pdf参照）

ｘｘｉⅰⅰ IASB,StaffPaperofConcep-

tualFramework,February2013.

（IFRS財団・IASBウェブサイト

http://www.ifrs.org/Meetings/Pa

ges/IASBFebruary2013.aspx参照）
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